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問　
ご
み
処
理
施
設
・

保
育
園
・
病
院
・
図
書

館
・
ホ
ー
ル
・
給
食
セ
ン

タ
ー
を
現
在
は
市
が
直
接

管
理
し
て
い
る
が
、
こ
れ

ら
の
施
設
を
概
ね
３
年
を

目
処
に
指
定
管
理
者
制
度

を
導
入
し
、
民
間
に
管
理

を
任
せ
よ
う
と
す
る
案
が

示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
施

設
は
専
門
的
な
業
務
で
、

大
手
業
者
の
参
入
が
考
え

ら
れ
、
そ
の
場
合
現
在
の

市
職
員
及
び
専
門
職
員
等

が
不
要
と
な
る
ケ
ー
ス
が

考
え
ら
れ
る
。
雇
用
対
策

は
？
市
内
の
企
業
や
各
種

団
体
の
育
成
を
図
り
、
参

入
を
促
す
必
要
が
あ
る
。

又
、
公
募
す
る
場
合
、
市

内
の
企
業
等
に
限
定
で
き

な
い
か
？

指
定
業
者
の
選
定
や
指

定
後
に
評
価
す
る
体
制
が

十
分
で
な
い
こ
と
か
ら
、

市
も
市
内
企
業
等
も
十
分

に
体
制
が
整
う
ま
で
制
度

を
導
入
す
べ
き
で
な
い
。

答　
総
務
部
長

指
定
管
理
者
制
度
を
導

入
し
た
場
合
、
そ
の
施
設

の
管
理
、
運
営
の
権
限
を

指
定
管
理
者
に
委
ね
る
の

で
、
そ
の
施
設
に
勤
務
す

る
職
員
は
す
べ
て
他
の
部

局
へ
配
置
換
え
を
行
い
、

専
門
職
員
を
含
む
臨
時
職

員
や
嘱
託
職
員
は
退
職
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
市
の
方
で
参
入
の

た
め
の
育
成
策
を
講
じ
る

事
に
つ
い
て
は
、
事
業
者

の
自
主
判
断
、
企
業
努
力

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ

る
と
考
え
ま
す
。
市
内
の

業
者
を
優
先
す
べ
き
と
の

提
案
に
つ
い
て
は
、
制
度

の
導
入
か
直
営
継
続
か
の

議
論
の
中
で
整
理
し
て
い

き
ま
す
。
今
回
の
指
定
管

理
者
制
度
に
よ
る
民
間
へ

の
市
場
開
放
は
、
多
く
の

企
業
が
大
き
な
ビ
ジ
ネ
ス

チ
ャ
ン
ス
と
し
て
捉
え
て

い
る
の
が
現
状
で
す
。

問　
財
政
の
緊
急
事
態

に
対
し
財
源
確
保
の
為
に

も
資
産
リ
ス
ト
ラ
を
考
え

る
べ
き
で
、
利
用
目
的
の

な
い
市
有
遊
休
地
を
売
却

す
べ
き
で
あ
る
。
駅
周
辺

等
に
あ
る
市
営
駐
車
場
も

有
料
化
で
財
源
を
確
保
す

べ
き
で
、
市
民
の
財
産
で

あ
り
、
税
負
担
や
公
平
性

を
考
え
る
と
、
県
外
の
方

や
特
定
の
方
の
無
料
駐
車

場
で
あ
る
の
は
、
駐
車
場

管
理
条
例
の
間
違
っ
た
運

用
の
た
め
で
は
な
い
か
。

市
の
未
来
を
考
え
た
と

き
、
拡
大
す
る
ば
か
り
の

現
サ
ー
ビ
ス
体
制
は
、
財

源
を
圧
迫
し
、
負
の
一
要

因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
必
要
性
の
中
で
、
本

来
の
サ
ー
ビ
ス
と
は
何
か

を
見
直
す
べ
き
で
、
市
で

は
、
住
民
参
加
型
の
社
会

を
目
指
し
て
い
る
が
、
職

員
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加

意
識
は
低
く
、
意
識
改
革

の
提
案
と
し
て
、
矢
祭
町

方
式
を
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。答　

助
役

17
年
度
秋
に
は
準
備
に

入
り
、
17
年
度
中
に
１
億

円
の
売
却
を
目
標
と
し
て

遊
休
土
地
の
処
分
を
実
施

し
ま
す
。市
行
政
の
推
進
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
に
と
っ

て
有
益
な
事
は
、
積
極
的

に
取
り
入
れ
る
よ
う
考
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。答　

土
木
交
通
部
長

市
内
23
か
所
に

１
０
２
０
台
分
の
市
営
駐

車
場
が
あ
り
、
う
ち
今
津

駅
西
に
は
月
極
有
料
駐
車

場
が
1
か
所
あ
り
ま
す
。

駅
周
辺
駐
車
場
の
確
保

は
、
湖
西
線
利
用
客
を
増

や
す
た
め
で
あ
り
、
当
面

は
従
来
の
と
お
り
進
め
ま

す
が
、
サ
ー
ビ
ス
と
負
担

の
あ
り
方
や
公
平
性
の
面

か
ら
今
後
の
課
題
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
条

例
は
有
料
駐
車
場
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
と
ご
理
解

く
だ
さ
い
。

指定管理者制度を急い
で導入すべき
でない‼
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